
新潟市児童手当事務取扱要綱 

 

（ 趣旨）  

第１ 条 こ の要綱は， 児童手当法（ 昭和４ ６ 年法律第７ ３ 号。 以下「 法」 と いう 。 ） ， 児 

童手当法施行令（ 昭和４ ６ 年政令第２ ８ １ 号｡以下「 令」 と いう ｡） ， 児童手当法施行規

則（ 昭和４ ６ 年厚生省令第３ ３ 号。 以下「 規則」 と いう 。 ） 及び新潟市児童手当法施行

細則（ 昭和６ １ 年新潟市規則第２ ３ 号） に基づく 児童手当等（ 児童手当及び法附則第２

条第１ 項の給付を いう 。 以下同じ 。 ） の支給に関し 必要な事項を定めるも のと する。  

 

（ 文書の取扱い）  

第２ 条 請求者， 受給者又はその他の関係者から 提出さ れた児童手当等に関する請求書，

届書の内容を 確認し ， その記載事項に明白な誤り がある場合においても ， こ れが軽微

なも のであっ て容易に補正でき るも のであると き は， 適宜その誤り の補正を 求め， 補

正さ れたも のを受理するも のと する。  

 

（ 記録・ 管理すべき情報）  

第３ 条 市において記録・ 管理すべき 情報は， 次のと おり と する。  

( 1)  受給者情報（ 一般受給者用及び施設等受給者用）  

( 2)  関係書類返戻・ 保留情報（ 以下「 返戻・ 保留情報」 と いう 。 ）  

( 3)  受給資格調査員証交付情報（ 以下「 調査員証交付情報」 と いう 。 ）  

( 4)  父母指定者管理情報 

２  受給者情報は， 別記様式第１ 号（ 一般受給者用） 及び別記様式第２ 号（ 施設受給者用） 

により 記録し ， 認定番号により 整理するも のと する。  

３  返戻・ 保留情報は， 別記様式第３ 号により 記録し ， 認定番号又は整理番号により 整 

理するも のと する。  



４  調査員証交付情報は， 別記様式第４ 号により ， 規則第１ ３ 条による身分を 示す証票の

交付を行っ たと き 及び返納を 受けたと き に記録するも のと する。  

５  父母指定者管理情報は， 別記様式第５ 号により ， 規則第１ 条の３ による届出があっ た

と き 及び支給事由が消滅し たと き に記録するも のと する。  

 

（ 一般受給資格者に係る認定請求書の処理）  

第４ 条 規則第１ 条の４ 第１ 項に規定する請求書（ 以下「 認定請求書」 と いう 。 ） は， 別

記様式第６ 号による｡ 

２  市長は， 前項に規定する認定請求書の提出を受けたと き は， 次により 処理するも のと  

する｡ 

( 1)  認定請求書の記載及びその添付書類に， 補正でき ない程度の不備があると き は， 次 

によ るこ と 。  

ア 認定請求書を 保留する場合は， 別記様式第７ 号による児童手当・ 特例給付審査保

留通知書（ 以下「 保留通知書」 と いう 。 ） を 作成し ， 請求者に送付するこ と 。  

イ  認定請求書を 返戻する場合は， 別記様式第８ 号による児童手当・ 特例給付関係書

類返戻通知書（ 以下「 返戻通知書」 と いう 。 ） を作成し ， 当該請求書に添えて返戻

するこ と 。  

ウ ア又はイ の処理を 行っ た場合は， 返戻・ 保留情報にその旨を 記録するこ と 。  

( 2)  前号の規定により 返戻し たも のが補正さ れて再提出さ れたと き 又は保留の事由が 

なく なっ たと き は， 返戻・ 保留情報に再提出年月日を 記録するこ と 。  

３  市長は， 認定請求書の記載事項については， 次により 審査するも のと する。  

( 1)   認定請求書の記載事項を 現有公簿等（ マイ ナンバー制度によ る情報連携を 含む。 ）  

及び添付書類によっ て確認するこ と 。  

( 2)   前号によっ て確認でき ない事項又は請求に係る事実を明確にするため特に必要が

あると き は， 所要の調査を 行う こ と 。  



４  市長は， 前項の規定によっ て審査し た結果， 受給資格があるも のと 確認し たと き は，

支給額を 決定すると と も に次により 処理するも のと する｡ 

( 1)  受給者情報（ 一般受給者用） に所要の事項を記録するこ と 。  

( 2)  別記様式第９ 号による児童手当・ 特例給付認定通知書（ 以下「 認定通知書」 と いう 。）

を 作成し ， 受給者に送付するこ と 。  

( 3)  住民基本台帳の所定欄に児童手当の支給開始年月日を 記載するこ と 。  

( 4)  同居父母を 認定し た場合において， 当該同居父母以外に子ども を監護し ， かつ， 生 

計を 同じ く する父若し く は母（ 以下「 当該同居父母以外の者」 と いう 。 ） が， 同居父

母と 異なる市町村に住所を 有すると き 又は所属庁において受給し ていると き は， 当該

同居父母以外の者の市町村（ 当該者が公務員である場合はその所属庁） に対し て， 同

居父母を 認定する旨を 連絡すると と も に， 別記様式第１ ０ 号による児童手当・ 特例給

付同居父母に係る認定について（ 通知） を 作成し ， 通知するこ と 。  

５  市長は， 第３ 項の規定により 審査し た結果， 受給資格がないも のと 確認し たと き は，

別記様式第１ １ 号による児童手当・ 特例給付認定請求却下通知書（ 以下「 認定請求却下

通知書」 と いう 。 ） を 作成し ， 請求者に送付するこ と 。  

 

（ 施設等受給資格者に係る 認定請求書の処理）  

第５ 条 規則第１ 条の４ 第３ 項に規定する請求書（ 以下「 認定請求書（ 施設等受給資格者

用） 」 と いう 。 ） は， 別記様式第１ ２ 号による ｡ 

２  市長は， 前項に規定する認定請求書（ 施設等受給資格者用） の提出を受けたと き は，

次により 処理するも のと する。  

( 1)  認定請求書（ 施設等受給資格者用） の記載及びその添付書類に， 容易に補正でき な

い程度の不備があると き は， 次の処理を行う こ と 。  



ア 認定請求書（ 施設等受給資格者用） を 保留する場合は， 別記様式第１ ３ 号による 

児童手当審査保留通知書（ 施設等受給資格者用） （ 以下「 保留通知書（ 施設等受給

資格者用） 」 と いう 。 ） を 作成し ， 請求者に送付するこ と 。  

イ  認定請求書（ 施設等受給資格者用） を 返戻する場合は， 別記様式第１ ４ 号による

児童手当関係書類返戻通知書（ 施設等受給資格者用） （ 以下「 返戻通知書（ 施設等

受給資格者用） 」 と いう 。 ） を作成し ， 当該請求書に添えて返戻するこ と 。  

ウ ア又はイ の処理を 行っ た場合は， 返戻・ 保留情報にその旨を 記録するこ と 。  

( 2)  前号の規定により 返戻し たも のが補正さ れて再提出さ れたと き 又は保留の事由が

なく なっ たと き は， 返戻・ 保留情報に再提出さ れた年月日又は保留の事由がなく なっ

た年月日を記録するこ と 。  

３  認定請求書（ 施設等受給資格者用） の提出を 受けたと き は， その記載事項について，

次により 審査するも のと する。  

( 1)  認定請求書（ 施設等受給資格者用） の記載事項について， 公簿等（ マイ ナンバー制

度による情報連携を含む。 ） 及び添付書類により 確認を行う こ と 。  

( 2)  前号の規定による確認ができ ない事項又は請求に係る事実を 明確にするため，特に

必要があると き は， 所要の調査を 行う こ と 。  

４  市長は， 前項の規定により 審査し た結果， 受給資格があるも のと 確認し たと き は， 支

給額を 決定すると と も に， 次により 処理するも のと する。  

( 1)  受給者情報（ 施設等受給者用） に所要の事項を 記録するこ と 。  

( 2)  別記様式第１ ５ 号による児童手当認定通知書（ 施設等受給資格者用） （ 以下「 認定

通知書（ 施設等受給資格者用） 」 と いう 。 ） を 作成し ， 受給者に送付するこ と 。  

( 3)  住民基本台帳の所定欄に支給開始年月を 記載する こ と（ 受給者が国， 地方公共団体

又は法人である場合を 除く 。 ） 。  

５  市長は， 第３ 項の規定により 審査し た結果， 受給資格がないも のと 確認し たと き は，

別記様式第１ ６ 号による児童手当認定請求却下通知書（ 施設等受給資格者用）（ 以下「 認



定請求却下通知書（ 施設等受給資格者用） 」 と いう 。 ） を 作成し ， 請求者に送付するこ

と 。  

 

（ 一般受給者に係る額改定認定請求書の処理）  

第６ 条 規則第２ 条第１ 項に規定する 児童手当・ 特例給付額改定認定請求書（ 以下「 額改

定認定請求書」 と いう 。 ） は， 別記様式第１ ７ 号による｡ 

２  市長は， 前項に規定する額改定認定請求書の提出を受けたと き は， 次により 処理する

も のと する。  

( 1)   額改定認定請求書の記載及びその添付書類に補正でき ない程度の不備があると き  

は， 第４ 条第２ 項第１ 号の規定の例により 処理するこ と 。  

３  市長は， 額改定認定請求書の記載事項について， 第４ 条第３ 項の規定の例により 審査 

するも のと する。  

４  市長は，前項の規定により 審査し た結果，手当額を 改定すべき も のと 確認し たと き は，  

支給額を 決定し ， 次により 処理するも のと する 。  

( 1)   受給者情報（ 一般受給者用） に新たに支給要件児童と なっ た者の氏名及び改定後の 

手当額を 記録するこ と 。  

( 2)   別記様式第１ ８ 号による児童手当・ 特例給付額改定認定通知書（ 以下「 額改定認定 

通知書」 と いう 。 ） を 作成し ， 受給者に送付するこ と 。  

５  市長は， 第３ 項の規定によっ て審査し た結果， 手当額を改定し ないも のと 確認し たと  

き は， 別記様式第１ ９ 号による児童手当・ 特例給付額改定請求却下通知書を 作成し ， 受 

給者に送付するこ と 。  

 

（ 一般受給者に係る額改定届の処理）  

第７ 条 規則第３ 条第１ 項に規定する 児童手当・ 特例給付額改定届（ 以下「 額改定届」 と  

いう 。 ） は， 別記様式第２ ０ 号による｡ 



２  市長は， 前項に規定する額改定届の提出を 受けたと き は， 前条第２ 項及び第３ 項の規 

定の例により ， 審査を 行う も のと する。  

３  前項の規定によっ て審査し た結果， 届出に係る事実があると き は， 次により 処理する 

も のと する。  

( 1)   受給者情報（ 一般受給者用） の当該支給要件児童欄を 削除する と と も に， 改定後の 

手当額を 記録するこ と 。  

( 2)   別記様式第２ １ 号による児童手当・ 特例給付額改定通知書を作成し ， 受給者に送付 

する こ と 。  

 

（ 施設等受給者に係る額改定認定請求書の処理）  

第８ 条 規則第２ 条第３ 項に規定する 請求書（ 以下「 額改定認定請求書（ 施設等受給者用） 」 

と いう 。 ） は， 別記様式第２ ２ 号による｡ 

２  市長は，前項に規定する額改定認定請求書（ 施設等受給者用） の提出を 受けたと き は，  

第６ 条第２ 項の規定の例により ， 審査を行う も のと する。  

３  市長は，前項の規定により 審査し た結果，支給額を 改定すべき も のと 確認し たと き は，  

その額を 決定し ， 次により 処理するも のと する 。  

( 1)  受給者情報（ 施設等受給者用） に所要の事項を 記録するこ と 。  

( 2)  別記様式第２ ３ 号による児童手当額改定通知書（ 施設等受給者用） （ 以下「 額 

改定通知書（ 施設等受給者用） 」 と いう 。 ） を 作成し ， 受給者に送付するこ と 。  

４  市長は， 第２ 項の規定により 審査し た結果， 支給額を 改定し ないも のと 確認し たと き

は， 別記様式第２ ４ 号による児童手当額改定請求却下通知書（ 施設等受給者用） を 作成

し ， 受給者に送付するこ と 。  

 

（ 施設等受給者に係る額改定届の処理）  

第９ 条 規則第３ 条第２ 項に規定する 届書（ 以下「 額改定届（ 施設等受給者用） 」 と いう 。） 



は， 別記様式第２ ５ 号による｡ 

２  市長は， 前項に規定する額改定届（ 施設等受給者用） の提出を 受けたと き は， 第７ 条 

第２ 項の規定の例により ， 審査を 行う も のと する。  

３  市長は， 前項の規定によっ て審査し た結果， 届出に係る事実があると き は， 次により  

処理するも のと する。  

( 1)  受給者情報（ 施設等受給者用） に， 所要の事項を 記録するこ と 。  

( 2)  別記様式第２ ６ 号による児童手当額改定通知書（ 施設等受給者用） （ 以下「 額改定 

通知書（ 施設等受給者用） 」 と いう 。 ） を 作成し ， 受給者に送付するこ と 。  

４  市長は， 第２ 項の規定により 審査し た結果， 届出に係る事実がないも のと 確認し たと  

き は， 受給者情報（ 施設等受給者用） の備考欄に額改定届（ 施設等受給者用） を返戻し  

たこ と を 記録し ， 当該届書を 受給者に返戻する も のと する。  

 

（ 職権に基づく 額改定の処理）  

第１ ０ 条 市長は，額改定届又は額改定届( 施設等受給者用) の提出がない場合においても ， 

現有公簿等（ マイ ナンバー制度による情報連携を含む。 ） によっ て手当額を 減額すべき

も のと 確認し たと きは， 職権により 手当額を改定すると と も に， 次により 処理するも のと

する。  

( 1)   受給者情報（ 一般受給者用及び施設等受給者用） の当該支給要件児童欄を削除する 

と と も に， 改定後の手当額を 記録するこ と 。  

( 2)  額改定通知書又は額改定通知書( 施設等受給者用) を作成し ，受給者に送付するこ と 。 

 

（ 一般受給資格者に係る現況届の処理）  

第１ １ 条 規則第４ 条第１ 項の児童手当現況届（ 以下「 現況届」 と いう ｡） は， 別記様式第 

２ ７ 号による。  

２  市長は， 前項に規定する現況届の提出を受けたと き， または規則第４ 条第３ 項の規定 



により 現況届の提出を 省略さ せたと き は， 次により 処理するも のと する。  

( 1)   現況届の記載事項について， 受給者情報と 照合する。  

( 2)   現況届の記載及びその添付書類に補正でき ない程度の不備があると き は， 第４ 条 

第２ 項の規定の例により 処理するも のと する。  

３  市長は， 前項第１ 号の規定によっ て照合し たも のについては， 第４ 条第３ 項の規定の 

例により 審査するも のと する。  

４  市長は， 前項の規定によっ て審査し た結果， 引き 続いて児童手当等を支給するべき も  

のと 確認し たと き は， 受給者情報の現況届欄に所要の事項を記録するこ と 。  

５  市長は， 第３ 項の規定によっ て審査し た結果， 児童手当等の支給事由が全て消滅し た 

も のと 確認し たと きは， 次によるこ と ｡ 

( 1)  受給者情報に消滅事由及び消滅年月日を 記録し ， 引き 続いて児童手当等を 支給す 

べき 受給者の記録と 別に保管する こ と 。  

( 2)  別記様式第２ ８ 号による児童手当・ 特例給付支給事由消滅通知書（ 以下「 支給事   

   由消滅通知書」 と いう 。 ） を 作成し ， 受給者に送付するこ と 。  

( 3)   住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を 記載するこ と 。  

６  ６ 月３ ０ 日までに現況届が提出さ れない場合には， その提出について督促を 行う と と  

も に， 督促を 行っ ても なお現況届の提出がない受給者については， 法第１ １ 条の規定に 

より 児童手当等の支払を 一時差し 止めるも のと する｡ 

 

（ 施設等受給者に係る現況届の処理）  

第１ ２ 条 規則第４ 条第４ 項に規定する児童手当現況届（ 施設等受給者用） （ 以下「 現況 

届（ 施設等受給者用） 」 と いう ｡） は， 別記様式第２ ９ 号による。  

２  市長は，前項に規定する現況届の提出を 受けたと き は，次により 処理するも のと する。  

( 1)  現況届の記載事項について， 受給者情報と 照合する。  

( 2)  現況届の記載及びその添付書類に補正でき ない程度の不備があると き は， 第４ 条 



第２ 項の規定の例によ り 処理する も のと する。  

３  市長は， 前項第１ 号の規定によっ て照合し たも のについては， 第４ 条第３ 項の規定の 

例により 審査するも のと する。  

４  市長は， 前項の規定によっ て審査し た結果， 引き 続いて児童手当等を支給すべき も の 

と 確認し たと き は， 受給者情報の現況届欄に所要の事項を 記録する こ と 。  

５  市長は， 第３ 項の規定によっ て審査し た結果， 児童手当等の支給事由が全て消滅し た 

も のと 確認し たと きは， 次によるこ と ｡ 

( 1)  受給者情報に消滅事由及び消滅年月日を 記録し ， 引き 続いて児童手当等を 支給す

べき 受給者の記録と 別に保管する こ と 。  

( 2)  別記様式第３ ０ 号による児童手当支給事由消滅通知書（ 施設等受給者用） （ 以下

「 支給事由消滅通知書（ 施設等受給者用） 」 と いう 。 ） を 作成し ， 受給者に送付する

こ と 。  

( 3)  住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を 記載する こ と 。  

６  ６ 月３ ０ 日までに現況届が提出さ れない場合には，その提出について督促を 行う と と  

も に，督促を 行っ ても なお現況届の提出がない受給者については，法第１ １ 条の規定に 

より 児童手当等の支払を一時差し 止めるも のと する。  

 

（ 一般受給者に係る氏名・ 住所変更届の処理）  

第１ ３ 条 市長は， 規則第５ 条第１ 項に規定する氏名変更届， 規則第６ 条第１ 項及び第２ 項 

に規定する住所変更届の提出を 受けたと き は， 次により 処理するも のと する。  

( 1)  受給者又は支給要件児童の氏名及び住所等を住民基本台帳又は添付書類によっ て 

確認するこ と 。  

( 2)  受給者情報（ 一般受給者用） に変更後の氏名， 住所及び変更年月日を記録するこ  

と 。  

 



（ 施設等受給者に係る氏名変更届の処理）  

第１ ４ 条 市長は， 規則第５ 条第２ 項に規定する氏名変更届， 規則第６ 条第４ 項に規定する 

住所変更届の提出を受けたと き は， 次により 処理するも のと する。  

( 1)  受給者又は支給要件児童の氏名及び住所等を住民基本台帳又は添付書類によっ て

確認するこ と 。  

( 2)  受給者情報（ 施設等受給者用） に変更後の氏名， 住所及び変更年月日を 記録するこ

と 。  

 

（ 一般受給者に係る受給事由消滅届の処理）  

第１ ５ 条 規則第７ 条第１ 項に規定する児童手当・ 特例給付受給事由消滅届（ 以下「 受給事 

由消滅届」 と いう 。 ） は， 別記様式第３ １ 号による ｡ 

２  前項の規定による受給事由消滅届の提出を 受けたと き は，次により 処理するも のと する。 

( 1)  受給者情報（ 一般受給者用） に消滅事由及び消滅年月日を 記録し ， 引き 続いて 

児童手当等を 支給すべき 受給者の記録と 別に保管するこ と 。  

( 2)  別記様式第２ ８ 号による支給事由消滅通知書を 作成し ， 受給者に送付する こ と 。  

( 3)  住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記載するこ と 。  

( 4)  支給対象と なる児童と 市町村を 異にし て別居し ている父母指定者について， 前号 

までの処理を し たと き は， 児童の住所地の市町村に対し て， 別記様式第３ ２ 号による 

児童手当・ 特例給付における父母指定者の受給事由消滅について（ 通知） を 作成し ， 

通知するこ と 。  

 

（ 施設等受給者に係る受給事由消滅届の処理）  

第１ ６ 条 規則第７ 条第２ 項に規定する児童手当受給事由消滅届（ 施設等受給者用） （ 以下 

「 受給事由消滅届（ 施設等受給者用） 」 と いう 。 ） は， 別記様式第３ ３ 号による｡ 



２  前項の規定による受給事由消滅届（ 施設等受給者用） の提出を 受けたと き は， 次により

処理するも のと する。  

( 1)  受給者情報（ 施設等受給者用） に消滅事由及び消滅年月日を記録し ， 引き 続いて 

児童手当等を 支給すべき 受給者の記録と 別に保管するこ と 。  

( 2)  別記様式第３ ０ 号によ る 児童手当支給事由消滅通知書( 施設等受給者用) を 作成し ， 

受給者に送付する こ と 。  

( 3)  住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記載するこ と ( 受給者が国，地方公共団体 

又は法人である場合を 除く 。 ) 。  

 

（ 職権に基づく 受給事由消滅の処理）  

第１ ７ 条 市長は， 受給事由消滅届又は受給事由消滅届（ 施設等受給者用） の提出がない場 

合においても 現有公簿等（ マイ ナンバー制度による情報連携を 含む。 ） により 手当の支給

事由が消滅し たも のと 確認し たと き は， 職権に基づいて， 第１ ５ 条及び前条の規定の例に

より 処理するこ と と する。  

 

（ 住民基本台帳法による届出の処理）  

第１ ８ 条 住民基本台帳法（ 昭和４ ２ 年法律第８ １ 号） 第２ ３ 条又は第２ ４ 条の規定による 

届出があっ たと き（ 当該届出に係る書面に同法第２ ９ 条の２ の規定による附記がなさ れた 

と き に限る。 ） は， 第１ ５ 条及び第１ ６ 条の規定の例により 処理するも のと する。  

 

（ 支払の手続）  

第１ ９ 条 児童手当の支払は，受給者の指定し た金融機関を 通じ 口座振替により 行う も のと  

する。 ただし ， 市長が認めるも のはこ の限り ではない。  

２  前項の規定によっ て児童手当の支払を 完了し たと きは，受給者情報に支払金額及び支払 

年月日を 記録するも のと する。  



３  受給者は， 金融機関を 変更し よう と すると き は， 市長に申し 出なければなら ない。  

４  支払期月における児童手当の支払の周知については， 次によるも のと する。  

( 1)  受給者が一般受給者である場合は， 支払日等を 市広報に掲載するこ と により ， 児 

童手当支払通知書の作成・ 送付を 省略するこ と ができ る。 ただし ， 第２ ５ 条第１ 項に

規定する徴収等が行われたと き は， 別記様式第３ ４ 号によ る児童手当・ 特例給付支払

通知書を 受給者に対し て送付する こ と 。  

( 2)  受給者が施設等受給者である場合は， 別記様式第３ ５ 号による 児童手当支払通知 

書（ 施設等受給者用） を 受給者に対し て送付するこ と 。  

 

（ 一般受給資格者に係る未支払請求書の処理）  

第２ ０ 条 規則第１ １ 条第１ 項に規定する未支払児童手当・ 特例給付請求書（ 以下「 未支払 

請求書」 と いう 。 ） は， 別記様式第３ ６ 号による｡ 

２  市長は， 前項の規定によ る未支払請求書の提出を 受けたと き は， 次により 処理するも の

と する。  

( 1)  未支払請求書の記載事項について受給者情報（ 一般受給者用） と 照合する こ と 。  

( 2)  未支払児童手当を支給するも のと 決定し たと き は， 次によ り 処理するこ と と する。 

ア 別記様式第３ ７ 号による未支払児童手当・ 特例給付支給決定通知書を 作成し ，

請求者に送付するこ と 。  

イ  受給者情報（ 一般受給者用） の支払記録欄に支払金額及び支払年月日を 記録す 

るこ と 。  

( 3)  当該請求を 却下するも のと 決定し たと き は， 別記様式第３ ８ 号による未支払児童 

手当・ 特例給付請求却下通知書を 作成し ， 請求者に送付するこ と 。  

 

（ 施設等受給資格者に係る未支払請求書の処理）  

第２ １ 条 規則第１ １ 条第２ 項に規定する 未支払児童手当請求書（ 施設等受給資格者用）（ 以 



下「 未支払請求書（ 施設等受給資格者用） 」 と いう 。 ） は， 別記様式第３ ９ 号によ る｡ 

２  市長は，前項の規定による未支払請求書（ 施設等受給資格者用）の提出を受けたと き は，  

次により 処理するも のと する。  

( 1)  未支払請求書（ 施設等受給資格者用） の記載事項について受給者情報（ 施設等受 

給者用） と 照合するこ と 。  

( 2)  未支払の児童手当を 支給するも のと 決定し たと き は， 次により 処理するこ と と す 

る。  

ア 別記様式第４ ０ 号による未支払児童手当支給決定通知書( 施設等受給者用) を 

作成し ， 請求者に送付するこ と 。  

イ  受給者情報（ 施設等受給者用） の支払記録欄に支払金額及び支払年月日を 記録 

するこ と 。  

( 3)  当該請求を 却下するも のと 決定し たと き は， 別記様式第４ １ 号による未支払児童 

手当請求却下通知書（ 施設等受給資格者用） を 作成し ， 請求者に送付するこ と 。  

 

（ 支払の一時差止の手続）  

第２ ２ 条 市長は，法第１ １ 条の規定により 児童手当の支払を 一時差し 止めるも のと 決定し  

たと き は， 別記様式第４ ２ 号による児童手当・ 特例給付支払差止通知書を 作成し ， 受給者 

に送付すると と も に， 受給者情報の備考欄にその旨を 記録するも のと する。  

 

（ 処分の取消し ）  

第２ ３ 条 児童手当の支給についての認定， 児童手当の額の改定， 支払の一時差止めその他 

の処分に関し ， 誤り があっ たと き は， 速やかにその処分を 取り 消すと と も に， 適宜新たな 

処分を行う も のと する。  

 

 



（ 寄附に係る事務処理）  

第２ ４ 条 請求者又は受給者（ 以下「 請求者等」 と いう 。 ） から の法第２ ０ 条の規定による

寄附の申出は， 支払期月毎の前月１ ５ 日までに行われるも のと し ， 当該申出日以後に支払

う べき 児童手当を 対象と し て寄附がさ れるも のと する。  

２  規則第１ ２ 条の９ に規定する児童手当・ 特例給付に係る寄附の申出書（ 以下こ の条にお

いて「 申出書」 と いう 。 ） は， 別記様式第４ ３ 号による。  

３  市長は，前項の規定による申出書の提出を受けたと き は，次により 処理するも のと する。  

（ 1）   申出書の記載内容を 審査し ， 適正と 認めら れたと き は， 以後の支払期月毎に支給さ

れる 児童手当の額（ 法第２ １ 条第１ 項の規定に基づく 徴収等がある場合は， 当該徴収等

さ れる額を控除し た額。 ） のう ち， 申出書に記載さ れた寄附の金額に相当する額を ， 請

求者等に代わっ て受領し ， こ れを 寄附するこ と 。  

（ 2）  別記様式第４ ４ 号による児童手当・ 特例給付に係る 寄附受領証明書を 作成し ， 請求

者等に送付するこ と 。  

４  請求者等が， 申出書の内容を 変更し ， 又は撤回する場合の申出は， 別記様式第４ ５ 条に

よる児童手当・ 特例給付寄附変更申出書・ 撤回申出書によ り 支払期月毎の前月１ ５ 日まで

に行われるも のと し ， 当該申出日以後に支払う べき 児童手当を 対象と する。  

 

（ 受給資格者の申出による保育料等の徴収等に係る事務処理）  

第２ ５ 条 請求者等から の法第２ １ 条第 1 項の規定による費用の支払の申出は， 支払期月毎

の前月１ ５ 日までに行われる も のと し ， 当該申出日以後に支払う べき 児童手当を 対象と し

て， 当該費用の徴収等を行う も のと する。  

２  規則第１ ２ 条の１ ０ に規定する 児童手当・ 特例給付から の保育料等の徴収等に関する 申

出書（ 以下こ の条において「 申出書」 と いう 。） は， 別記様式第４ ６ 号による。  

３  市長は，前項の規定による申出書の提出を受けたと き は，次により 処理するも のと する。  

（ 1） 申出書の記載内容を 審査し ， 適正と 認めら れたと き は， 以後の支払期月毎に支給さ れ



る児童手当の額（ 法第 20 条の規定に基づく 寄附金額がある 場合は， その金額を 控除し た

額。 以下こ の条において同じ 。） のう ち， 申出書に記載さ れた費用の金額に相当する額に

ついて徴収を 行い， 請求者等に対し ては， 児童手当の額から 当該徴収額を 控除し た額を

支払う こ と 。  

（ 2）  別記様式第４ ７ 号による児童手当・ 特例給付から の保育料等の徴収（ 支払） に係る通

知書を 作成し ， 請求者等に送付するこ と 。  

４  請求者等が， 申出書の内容を 変更し ， 又は撤回する場合の申出は， 別記様式第４ ８ 号に

よる 児童手当・ 特例給付から の保育料等徴収（ 支払） 変更申出書・ 撤回申出書により 支払

期月毎の前月１ ５ 日までに行われるも のと し ， 当該申出日以後に支払う べき 児童手当を 対

象と する。  

 

（ 受給証明書の処理）  

第２ ６ 条 児童手当の受給状況を 証明する場合は， 別記様式第４ ９ 号による児童手当・ 特例

給付受給証明書交付申請書（ 以下「 申請書」 と いう 。 ） を 申請者より 提出さ せるこ と と す

る。  

２  前項の規定による申請書の提出を 受けたと き は， 次により 処理する も のと する 。  

( 1)  申請書に記載さ れた期間の受給者の受給状況について， 受給者情報により 確認す

るこ と 。  

( 2)  別記様式第５ ０ 号による児童手当・ 特例給付受給証明書を 作成し ， 申請者に交付

するこ と 。  

 

（ 帳簿等の保存期間）  

第２ ７ 条 受給者情報， 父母指定者管理情報並びに請求書及び届書等は， それぞれ次の期間 

保存するも のと する。  

( 1)  受給者情報（ 支給事由の消滅する日の属する年度の翌年度から ５ 年）  



( 2)  父母指定者管理情報（ 父母指定者に児童手当等が支給さ れなく なっ た日の属する 

年度の翌年度から ５ 年間）  

  ( 3)  認定請求書（ 支給事由の消滅する日の属する年度の翌年度から ５ 年）  

( 4)  現況届（ 提出のあっ た日の属する年度の翌年度から ２ 年）  

( 5)  未支払請求書（ 提出のあっ た日の属する年度の翌年度から ２ 年）  

( 6)  額改定認定請求書（ 提出のあっ た日の属する年度の翌年度から ２ 年）  

( 7)  前６ 号以外の届書等（ 提出のあっ た日の属する年度の翌年度から １ 年）  

 

 

附 則 

１  こ の要綱は， 平成６ 年４ 月１ 日から 施行する。  

２  新潟市児童手当支給要綱（ 昭和６ １ 年６ 月１ 日制定） は， 廃止する 。  

附 則 

こ の要綱は， 平成１ ７ 年４ 月１ 日から 施行する。  

附 則 

（ 施行期日）  

１  こ の要綱は， 平成１ ９ 年４ 月１ 日から 施行する。  

（ 経過措置）  

２  こ の要綱の施行の際， こ の要綱による改正前の様式（ 以下「 旧様式」 と いう 。 ） により

使用さ れている書類は， こ の要綱による改正後の様式によるも のと みなす。  

３  こ の要綱の施行の際， 残存する旧様式による用紙については， 当分の間， 適宜修正し て

使用するこ と ができ る。  

附 則 

１  こ の要綱は， 平成２ ４ 年４ 月１ 日から 施行する。  

   附 則 



１  こ の要綱は， 平成２ ８ 年４ 月１ 日から 施行する。  

ただし ， 次に掲げる様式は当該各様式に定める日から 適用する。  

別記様式第６ 号， 別記様式第１ ２ 号  平成２ ８ 年１ 月１ 日 

   附 則 

１  こ の要綱は， 平成２ ９ 年４ 月１ 日から 施行する。  

   附 則 

１  こ の要綱は， 平成２ ９ 年７ 月３ 日から 施行する。  

   附 則 

１  こ の要綱は， 平成３ ０ 年６ 月１ 日から 施行する。  

   附 則 

１  こ の要綱は， 令和元年５ 月１ 日から 施行する。  

   附 則 

１  こ の要綱は， 令和２ 年１ ２ 月２ ４ 日から 施行する。  

   附 則 

１  こ の要綱は， 令和３ 年５ 月１ 日から 施行する。  

ただし ， 次に掲げる様式は当該各様式に定める日から 適用する。  

別記様式第８ 号， 別記様式第１ １ 号， 別記様式第１ ４ 号， 別記様式第１ ５ 号， 別記様式第１

６ 号， 別記様式第２ ３ 号， 別記様式第２ ６ 号， 別記様式第３ ０ 号， 別記様式第３ ４ 号， 別記

様式第３ ６ 号， 別記様式第３ ７ 号  令和３ 年１ 月１ 日 

別記様式第２ ７ 号， 別記様式第２ ９ 号  令和３ 年６ 月１ 日 

 

 附 則 

１  こ の要綱は， 令和３ 年１ １ 月１ 日から 施行する。  

 

 附 則 



１  こ の要綱は， 令和３ 年１ ２ 月１ ７ 日から 施行する。  

 

 附 則 

１  こ の要綱は， 令和４ 年６ 月１ 日から 施行する。  

 

附 則 

１  こ の要綱は， 令和５ 年４ 月１ 日から 施行する。  

 

  



児童手当等様式一覧 

 名称 関係条文 

別記様式第１ 号 児童手当・ 特例給付受給者情報（ 一般受給者用）  第３ 条 

別記様式第２ 号 児童手当受給者情報（ 施設等受給者用）  第３ 条 

別記様式第３ 号 返戻・ 保留情報 第３ 条 

別記様式第４ 号 受給資格調査員証交付情報 第３ 条 

別記様式第５ 号 父母指定者管理情報 第３ 条 

別記様式第６ 号 児童手当・ 特例給付認定請求書 第４ 条 

別記様式第７ 号 児童手当・ 特例給付審査保留通知書 第４ 条 

別記様式第８ 号 児童手当・ 特例給付関係書類返戻通知書 第４ 条 

別記様式第９ 号 児童手当・ 特例給付認定通知書 第４ 条 

別記様式第１ ０ 号 児童手当・ 特例給付における 同居父母にかかる 認定について（ 通知）  第４ 条 

別記様式第１ １ 号 児童手当・ 特例給付認定請求書却下通知書 第４ 条 

別記様式第１ ２ 号 児童手当認定請求書（ 施設等受給資格者用）  第５ 条 

別記様式第１ ３ 号 児童手当審査保留通知書（ 施設等受給資格者用）  第５ 条 

別記様式第１ ４ 号 児童手当関係書類返戻通知書（ 施設等受給資格者用）  第５ 条 

別記様式第１ ５ 号 児童手当認定通知書（ 施設等受給資格者用）  第５ 条 

別記様式第１ ６ 号 児童手当認定請求却下通知書（ 施設等受給資格者用）  第５ 条 

別記様式第１ ７ 号 児童手当・ 特例給付額改定認定請求書 第６ 条 

別記様式第１ ８ 号 児童手当・ 特例給付額改定認定通知書 第６ 条 

別記様式第１ ９ 号 児童手当・ 特例給付額改定認定請求却下通知書 第６ 条 

別記様式第２ ０ 号 児童手当・ 特例給付額改定届 第７ 条 

別記様式第２ １ 号 児童手当・ 特例給付額改定通知書 第７ 条 

別記様式第２ ２ 号 児童手当額改定認定請求書（ 施設等受給者用）  第８ 条 



別記様式第２ ３ 号 児童手当額改定通知書（ 施設等受給者用）  第８ 条 

別記様式第２ ４ 号 児童手当額改定認定請求却下通知書（ 施設等受給者用）  第８ 条 

別記様式第２ ５ 号 児童手当額改定届（ 施設等受給者用）  第９ 条 

別記様式第２ ６ 号 児童手当額改定通知書（ 施設等受給者用）  第９ 条 

別記様式第２ ７ 号 児童手当・ 特例給付現況届 第１ １ 条 

別記様式第２ ８ 号 児童手当・ 特例給付支給事由消滅通知書 第１ １ 条 

別記様式第２ ９ 号 児童手当現況届（ 施設等受給者用）  第１ ２ 条 

別記様式第３ ０ 号 児童手当支給事由消滅通知書（ 施設等受給者用）  第１ ２ 条 

別記様式第３ １ 号 児童手当・ 特例給付受給事由消滅届 第１ ５ 条 

別記様式第３ ２ 号 児童手当・ 特例給付における父母指定者の受給事由消滅について（ 通知）  第１ ５ 条 

別記様式第３ ３ 号 児童手当受給事由消滅届（ 施設等受給者用）  第１ ６ 条 

別記様式第３ ４ 号 児童手当支払通知書 第１ ９ 条 

別記様式第３ ５ 号 児童手当支払通知書（ 施設等受給者用）  第１ ９ 条 

別記様式第３ ６ 号 未支払児童手当・ 特例給付請求書 第２ ０ 条 

別記様式第３ ７ 号 未支払児童手当・ 特例給付支給決定通知書 第２ ０ 条 

別記様式第３ ８ 号 未支払児童手当・ 特例給付請求却下通知書 第２ ０ 条 

別記様式第３ ９ 号 未支払児童手当請求書（ 施設等受給資格者用）  第２ １ 条 

別記様式第４ ０ 号 未支払児童手当支給決定通知書（ 施設等受給者用）  第２ １ 条 

別記様式第４ １ 号 未支払児童手当請求却下通知書（ 施設等受給資格者用）  第２ １ 条 

別記様式第４ ２ 号 児童手当・ 特例給付支払差止通知書 第２ ２ 条 

別記様式第４ ３ 号 児童手当・ 特例給付に係る 寄附の申出書 第２ ４ 条 

別記様式第４ ４ 号 児童手当・ 特例給付に係る 寄附受領証明書 第２ ４ 条 

別記様式第４ ５ 号 児童手当・ 特例給付寄附変更申出書・ 撤回申出書 第２ ４ 条 

別記様式第４ ６ 号 児童手当・ 特例給付から の保育料等の徴収等に関する申出書 第２ ５ 条 



別記様式第４ ７ 号 児童手当・ 特例給付から の保育料等の徴収（ 支払） に係る通知書  第２ ５ 条 

別記様式第４ ８ 条 児童手当・ 特例給付から の保育料等の徴収（ 支払） 変更申出書・ 撤回申出書  第２ ５ 条 

別記様式第４ ９ 号 児童手当・ 特例給付受給証明書交付申請書 第２ ６ 条 

別記様式第５ ０ 号 児童手当・ 特例給付受給証明書 第２ ６ 条 



別記様式第１ 号（ 第３ 条関係）  

（ 表）  

 



（ 裏）  

  



別記様式第２ 号（ 第３ 条関係）  

（ 表）  

 

 

 

 

 



（ 裏）  

 

 

 



別記様式第３ 号（ 第３ 条関係）  

 

 



別記様式第４ 号（ 第３ 条関係）  

 

 

 

 

 



別記様式第５ 号（ 第３ 条関係）  

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第６ 号（ 第４ 条関係）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あ
て

先
　

　
　

新
潟

市
長

※
下

記
の

請
求

者
及

び
配

偶
者

に
関

わ
る

項
目

は
，

必
ず

請
求

者
及

び
配

偶
者

本
人

が
【

同
意

事
項

】
に

同
意

し
た

上
で

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

（
自

宅
・

携
帯

・
そ

の
他

）

◎
請

求
者

が
監

護
し

、
生

計
が

同
一

（
ま

た
は

生
計

を
維

持
し

て
い

る
）

の
児

童
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

（
フ

リ
ガ

ナ
）

銀
行

・
信

用
金

庫
・

支
店

１
　

普
通

（
総

合
）

信
用

組
合

・
農

協
・

本
店

２
　

当
座

そ
の

他
（

　
　

　
　

）
出

張
所

３
　

貯
蓄

□
公

金
受

取
口

座
を

利
用

す
る

　
※

あ
ら

か
じ

め
公

金
受

取
口

座
を

ご
登

録
い

た
だ

く
必

要
が

あ
り

ま
す

。

円
（

事
由

発
生

日
　

　
　

　
・

　
　

　
　

・
　

　
　

　
）

支
払

口
座

円
円

健
康

保
険

証
の

コ
ピ

ー
円

年
金

加
入

証
明

書
住

民
票

の
写

し
円

円
別

居
監

護
申

立
書

円
請

求
者

の
１

月
１

日
現

在
の

住
所

市
内

養
育

申
立

書
円

市
外

受
給

者
の

所
得

証
明

書
配

偶
者

の
所

得
証

明
書

人
円

配
偶

者
の

１
月

１
日

現
在

の
住

所
市

内
そ

の
他

　
う

ち
7
0
歳

以
上

の
同

一
生

計
配

偶
者

市
外

　
及

び
老

人
扶

養
親

族
の

合
計

数
人

円

認
定

却
下

児
童

手
当

特
例

給
付

・

控
除

後
の

所
得

額

支
給

開
始

年
月

判
定

所
得

制
限

　
所

得
上

限

限
度

額
　

　
限

度
額

年

受
取

口
座

◎
請

求
者

名
義

の
も

の

振
込

口
座

を
指

定
す

る
□

配
偶

者
の

同
居

・
別

居
の

別

平
成

・
令

和

　 　 歳 に 達 す る 日 以 後

最 初 の 　 月  日 ま で の 者

氏
名

生
年

月
日

同
居

・
別

居

同
居

・

別
居

の

別

同
居

別
居

平
成

・
令

和

続
柄

同
居

別
居

３
歳

未
満

雑
損

控
除

配
偶

者
の

職
業

・

加
入

年
金

1
．

被
用

者
（

厚
生

年
金

・
私

立
学

校
共

済
等

）
2
．

公
務

員
（

国
家

公
務

員
共

済
・

地
方

公
務

員
等

共
済

）
3
．

被
用

者
・

公
務

員
で

な
い

住
所

（
請

求
者

と
異

な
る

場
合

に
記

入
し

て
く

だ
さ

い
）

 
 
 年

　
　

月
　

　
日

同
居

別
居

 
 
 年

　
　

月
　

　
日

昭
和

平
成

年
　

　
　

 
月

　
　

　
日

配 偶 者

（
上

欄
と

異
な

る
場

合
に

記
入

し
て

く
だ

さ
い

）

児
童

手
当

法
施

行
令

の

規
定

に
よ

る
控

除
80

,
00

0
円

＋

児
童

手
当

・
特

例
給

付
　

認
定

請
求

書

1
月

1
日

時
点

の
住

所

（
1
～

5
月

分
は

前
年

，
6
～

1
2
月

分
は

本
年

）

（
同

居
の

場
合

は
記

入
不

要
）

個
人

番
号

1
月

1
日

時
点

の

住
所

（
1
～

5
月

分

は
前

年
，

6
～

1
2

月
分

は
本

年
）

フ
リ

ガ
ナ

生
年

月
日

障
害

者
控

除
額

障
人

・
特

障
人

寡
婦

・
ひ

と
り

親

勤
労

学
生

控
除

額

医
療

費
控

除

月
分

～

扶
養

親
族

等
及

び
児

童
の

数

譲
渡

所
得

有
　

　
・

　
　

無

小
規

模
企

業
共

済
等

掛
金

控
除

額

平
成

・
令

和

 
 
 年

　
　

月
　

　
日

口
座

番
号

◎
右

詰
め

同
居

別
居

備 考

　
出

生
　

・
　

転
入

　
・

　
受

給
者

変
更

不
足

書
類

等

審 査

合
計

所
得

額

※
有

の
場

合

３
歳

以
上

小
学

校
修

了
前

小
学

校
修

了
後

中
学

校
修

了
前

氏
名

連
絡

先
電

話
番

号

個
人

番
号

配
偶

者
が

別
居

の
場

合
の

住
所

（
同

居
の

場
合

は
記

入
不

要
）

生
年

月
日

昭
和

年
　

　
月

　
　

日

ア
．

厚
生

年
金

保
険

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

イ
．

国
民

年
金

※
以

下
の

共
済

組
合

の
組

合
員

で
あ

る
　

　
　

ウ
．

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

　
　

）
場

合
は

括
弧

内
に

○
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
（

　
　

）
私

立
学

校
教

職
員

共
済

（
　

　
）

国
家

公
務

員
共

済
（

　
　

）
地

方
公

務
員

等
共

済

請 求 者

（ 生 計 中 心 者 ）

配
偶

者
の

有
無

住
所

認
定

番
号

提
出

年
月

日

平
成

フ
リ

ガ
ナ

受
理

日

※
ア

に
該

当
す

る
方

で
3
歳

未
満

の
児

童
が

い
る

場
合

は
、

保
険

証
の

写
し

又
は

年
金

加
入

証
明

を
添

付
し

て
く

だ
さ

い
。

※
公

務
員

の
方

は
職

場
で

手
続

き
し

て
く

だ
さ

い
。

新
潟

市
　

　
　

　
　

区

有 ・ 無

令
和

 　
 
年

　
　

月
　

　
日

配
偶

者
の

氏
名

加
入

し
て

い
る

公
的

年
金

制
度

の
種

別

金
融

機
関

コ
ー

ド
支

店
コ

ー
ド

口
座

名
義

人
カ

ナ

同
居

別
居

 
 
 年

　
　

月
　

　
日

平
成

・
令

和

 
 
 年

　
　

月
　

　
日

平
成

・
令

和

1
8

3 3
1

※ 太 枠 の 枠 内 を 記 入 し て く だ さ い 。

【
同

意
事

項
】

（
１

）
児

童
手

当
の

受
給

資
格

確
認

の
た

め
，

新
潟

市
が

請
求

者
及

び
配

偶
者

の
必

要
な

所
得

情
報

等
に

つ
い

て
，

マ
イ

ナ
ン

バ
ー

を
利

用
し

た
情

報
提

供
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
シ

ス
テ

ム
等

に
よ

り
公

簿
等

の
確

認
を

行
う

こ
と

に
同

意
し

ま
す

。
（

２
）

公
簿

等
で

確
認

で
き

な
い

場
合

は
，

関
係

書
類

を
提

出
し

て
い

た
だ

く
場

合
が

あ
り

ま
す

。

市
職

員
口

座

チ
ェ

ッ
ク

欄

・



別記様式第７ 号（ 第４ 条関係）  

 

 



別記様式第８ 号（ 第４ 条関係）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第９ 号（ 第４ 条関係）  

 

 



（
あ

て
先

）
（

保
護

者
の

住
所

地
）

市
町

村
児

童
手

当
担

当
部

局
長

　
殿

　
　

　
　

　
（

所
属

庁
の

長
　

殿
）

氏
名

性
別

児
童

と
の

続
柄

生
年

月
日

住
所

氏
名

生
年

月
日

住
所

氏
名

生
年

月
日

・
　

・
男

 ・
女

・
　

・

・
　

・

男
 ・

女
・

　
・

・
　

・

・
　

・

男
 ・

女
・

　
・

男
 ・

女
・

　
・

児
童

手
当

・
特

例
給

付
に

お
け

る
同

居
父

母
に

係
る

認
定

に
つ

い
て

（
通

知
）

　
平

成
24

年
3月

31
日

雇
児

発
03

31
第

3号
「

市
町

村
に

お
け

る
児

童
手

当
関

係
事

務
処

理
に

つ
い

て
」

に
基

づ
き

、
「

児
童

手
当

法
」

（
昭

和
46

年
法

律
第

73
号

）
第

4条
第

4項
の

規
定

が
適

用
さ

れ
る

こ
と

に
よ

り
同

条
第

1項
第

1号
に

掲
げ

る
者

と
し

て
支

給
要

件
に

該
当

す
る

者
と

し
て

認
定

し
た

者
に

つ
い

て
、

下
記

の
と

お
り

情
報

提
供

い
た

し
ま

す
。

記

整
理

番
号

受
給

者
配

偶
者

受
給

者
と

同
居

し
て

い
る

児
童

備
　

　
考

市
町

村
児

童
手

当
担

当
部

局
長

別記様式第１ ０ 号（ 第４ 条関係）  

 



別記様式第１ １ 号（ 第４ 条関係）  

 

 



別記様式第１ ２ 号（ 第５ 条関係）  

（ 表）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（ 裏）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第１ ３ 号（ 第５ 条関係）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第１ ４ 号（ 第５ 条関係）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第１ ５ 号（ 第５ 条関係）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（ 別紙）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第１ ６ 号（ 第５ 条関係）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第１ ７ 号（ 第６ 条関係）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あて先 新潟市長

◎受給者が監護し 、 生計が同一（ ま た は生計を 維持し て いる ） の児童を 記入し て く だ さ い。

ア 児童が出生し たため

イ その他（ ）

注： 太枠の枠内のみ記入し てく ださ い。

保険証の写し

別居監護申立書

住民票の写し

養育申立書

その他（ ）

※３ 歳未満の

児童がい る 場

合のみ記入し

て く だ さ い。

昭和・ 平成　  　 　 年　  　 月　  　 日

（ 自宅・ 携帯・ そ の他）

, ０ ０ ０   円 

平成・ 令和

イ ． 国民年金

ウ． その他

（ 　 　 　 　 ）

年　 　 　 　 　 月　 　 　 　 　 日

年　  月 　 日

連絡先
電話番号

生年月日
ア ． 厚生年金保険

※以下の共済組合の組合員

で ある 場合は括弧内に〇を

記入し て く だ さ い。

（ 　 ） 私立学校教職員共済

（ 　 ） 国家公務員共済

（ 　 ） 地方公務員等共済

※アに該当する方で３ 歳未満の児童がいる場合は、

保険証の写し 又は年金加入証明を添付し てく ださ い。

市
処
理
欄

備　 考

増額後の支給月額

住所

増額の理由

フ リ ガ ナ

氏名

職業

平成・ 令和

同居
別居

（ フ リ ガナ）

年　  月 　 日

認定番号

受理日

提出年月日

平成・ 令和

年　  月 　 日

同居
別居

続柄

ア ． 被用者　  イ ． 公務員 　 ウ． 被用者等で な い者

加入し てい
る 公的年金
制度の種別

生年月日

平成・ 令和

住所
（ 受給者と 異な る 場合に記入し て く だ さ い）

平成・ 令和

同居
別居

同居
別居

氏名

令和 　  年　 　 月　 　 日

年　  月 　 日

同居
別居

年　  月 　 日

事由発生日

同居 ・ 別居

の別

年　  月 　 日

平成・ 令和

新潟市　 　 　 　 　 区

同居
別居

増額開始年月 令和　 　 　 　 年　 　 　 　 月分～

不足書類

児童手当・ 特例給付　 額改定認定請求書（ 増額用）

増
額
の
原
因
と
な
る
児
童

受
給
者



別記様式第１ ８ 号（ 第６ 条関係）  

 

 

 



別記様式第１ ９ 号（ 第６ 条関係）  

 

 

 



別記様式第２ ０ 号（ 第７ 条関係）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第２ １ 号（ 第７ 条関係）  

 

 

 



別記様式第２ ２ 号（ 第８ 条関係）  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第２ ３ 号（ 第８ 条関係）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（ 別紙）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第２ ４ 号（ 第８ 条関係）  

 

 

 



別記様式第２ ５ 号（ 第９ 条関係）  

 

 

 

 

 

ア　 委託解除さ れた又は退所し た

イ 　 その他

　 （ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

　   年 　  　 月　   　 日

中学生分

計

備
　
考

※認定
・ 改定
・ 却下

※認定・ 改定・ 却下年月日 ※認定・ 改定・ 却下年月日 ※手当月額

　   年 　  月　  日 　  年 　  月　  日

3歳未満分
3歳以上小学校修了前分

ア　 委託解除さ れた又は退所し た

イ 　 その他

　 （ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

　 　   年 　  　 月　   　 日

フ リ ガナ

男

・

女
　 　  年　 　    月　 　    日

ア　 委託解除さ れた又は退所し た

イ 　 その他

　 （ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

　 　   年 　  　 月　   　 日

ア　 委託解除さ れた又は退所し た

イ 　 その他

　 （ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

　 　   年 　  　 月　   　 日

フ リ ガナ

男

・

女
　 　  年　 　    月　 　    日

ア　 委託解除さ れた又は退所し た

イ 　 その他

　 （ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

　 　   年 　  　 月　   　 日

施設等の種類

減 額 の 原 因 と な る 施 設 入 所 等 児 童

氏       名 性別 生　 年　 月　 日
減額し た理由

※○で囲んでく ださ い。
事由の発生し た年月日

施設等所在地又は

里親住所地

新潟市　 　 　 　 　 　 　 区

設置者等の

氏名

（ 法人名等）
電話　 　 　 　 （ 　 　 ）

  　   年  　 月　  日

太
線
の

内
側
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

受

給

者

フ リ ガナ

生年月日

施設等の

名称

フ リ ガナ

男

・

女
　 　  年　 　    月　 　    日

フ リ ガナ

男

・
女

　 　  年　 　    月　 　    日

フ リ ガナ

男

・
女

　 　  年　 　    月　 　    日

 あて 先  新潟市長  　  年　   月  　 日  　  年　   月  　 日

児童手当　 額改定届（ 減額用） （ 施設等受給者用）
提 出 年 月 日 ※受付確認年月日



別記様式第２ ６ 号（ 第９ 条関係）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（ 別紙）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第２ ７ 号（ 第１ １ 条関係）  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第２ ８ 号（ 第１ １ 条関係）  

 

 

 



別記様式第２ ９ 号（ 第１ ２ 条関係）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第３ ０ 号（ 第１ ２ 条関係）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第３ １ 号（ 第１ ５ 条関係）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あて 先 新潟市長

（ 自宅・ 携帯・ その他）

受給者が生計中心者で な く なっ た

受給者が児童と 生計を 同じ く （ 維持） し な く な っ た

受給者が児童を 監護し な く なっ た

受給者が公務員と なっ た

受給者が市外へ転出し た

児童と 同居し な く なっ た

児童が死亡し た

その他 （ ）

注： 太枠の枠内のみ記入し て く ださ い。

※有の場合　 口座解約（  未 ・  済 ）
　 　 　 　 　 　 　 年　 　 　 　 　 月 未支払手当

備　 考

有　 　 ・ 　 　 無

児童手当・ 特例給付　 受給事由消滅届

市
処
理
欄

消滅開始年月

ウ

エ

受
給
者

住所

フ リ ガナ

氏名

生年月日 　 　 　 　 　 　 年　 　 月　 　 日

オ

カ

キ

ク

消滅事由

◎該当する も のを

　 選択し てく ださ い。

事由発生日 年　 　 　 　 　 月　 　 　 　 　 日

ア

イ

認定番号

受理日

提出年月日 　  　  年　 　 月　 　 日

新潟市　 　 　 　 　 区

連絡先
電話番号



別記様式第３ ２ 号（ 第１ ５ 条関係）  

 

 



別記様式第３ ３ 号（ 第１ ６ 条関係）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消 滅 し た
受 給 事 由

ア． 施設等を廃止し た、 里親登録が消除さ れた等

イ ． 施設等の所在地又は里親の住所を他の市町村（ 特別区を含む） に
　 　 変更し た

ウ． 全ての児童が施設入所等児童でなく なっ た

エ． その他　 （ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

消 滅 事 由 の 発 生 し た 年 月 日 　 　 　 　 　 　 　 年　 　 　 　 　 月　 　 　 　 日

備
　
考

　 　 　 年　 　 月　 　 日 　 　 　 年　 　 月　 　 日

施設等の
名 称

施設等
の種類

施設等所在地

又は

里親住所地

児童手当　 受給事由消滅届（ 施設等受給者用）

  あて 先   新潟市長

太
線
の
内
側
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

受

給

者

フ リ ガナ

生年月日 　 　 　 年　 　 月　 　 日

提 出 年 月 日

新潟市　 　 　 　 区

電話　 　 　 （ 　 　 ）

※受付確認年月日
設置者等の

氏 名
（ 法人名等）

該当する

も のを○

で囲んで
く ださ い



別記様式第３ ４ 号（ 第１ ９ 条関係）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第３ ５ 号（ 第１ ９ 条関係）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（ 別紙）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第３ ６ 号（ 第２ ０ 条関係）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あて先 新潟市長

（ 自宅・ 携帯・ その他）

□ 下記の金融機関口座への振込みを 希望する

銀行・ 信用金庫・ 支店

信用組合・ 農協・ 本店

その他（ 　 　 　 　 ） 出張所

１ 　 普通（ 総合）

２ 　 当座

３ 　 貯蓄

□ 公金受取口座を利用する 　 ※あら かじ め公金受取口座を ご登録いただく 必要があり ます

認定番号

受理日

提出年月日 令和 　  年　 　 月　 　 日

住所（ 受給資格があっ た 者と 異な る 場合に 記入し て く だ さ い）

連絡先
電話番号

年　  月 　 日

平成・ 令和

年　  月 　 日

金融機関コ ード

年　  月 　 日

平成・ 令和

平成・ 令和

市
処
理
欄

判定 支給決定　 　 　 　 ・ 　 　 　 　 請求却下

備考

支店コ ード

口座名義人カ ナ
◎左詰め

注： 太枠の枠内のみ記入し てく ださ い。

請求金額 支払対象期間円 　 　 年　 　 月分～　 　 　 　 年　 　 月分

養
育
し
て
い
た
子
ど
も

（

　
歳
に
達
す
る
日
以
後
、

　
月
　
日
ま
で
の
者
）

氏名 生年月日

年　  月 　 日

受取口座
◎請求者名義のも の

口座番号
◎右詰め

平成・ 令和（ フ リ ガナ）

平成・ 令和

平成・ 令和

年　  月 　 日

請
求
者

未支払　 児童手当・ 特例給付　 請求書

受
給
資
格
が

あ
っ

た
者

新潟市　 　 　 　 　 区

フ リ ガ ナ

氏名

年　  月 　 日

住所 新潟市　 　 　 　 　 区

フ リ ガ ナ

氏名

住所

死亡日
年　 　 　 月　 　 　 日

18

3

31

市職員口座

チェ ッ ク欄



別記様式第３ ７ 号（ 第２ ０ 条関係）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第３ ８ 号（ 第２ ０ 条関係）  

 



別記様式第３ ９ 号（ 第２ １ 条関係）  

 

※請求却下年月日 　 　 　 　 　 年　 　 　 月　 　 　 日

２ ． その他（ 　 　 　 　 　 ）

　 　 　 　 年　 　 月分から

　 　 　 　 年　 　 月分まで

　 　 　 　 　 　 　 円 　 　 　 　 年　 　 月　 　 日

預金種別 口座番号
１ ． 普通

金融機関名 支店名

口座名義人（ カタ カ ナ）

※支給決定年月日 　 　 　 　 　 年　 　 　 月　 　 　 日

金融機関名 支店名

　 　 　 　 年　 　 月分から

　 　 　 　 年　 　 月分まで

　 　 　 　 　 　 　 円 　 　 　 　 年　 　 月　 　 日

預金種別 口座番号
１ ． 普通

２ ． その他（ 　 　 　 　 　 ）

口座名義人（ カタ カ ナ）

施設入所等児童で なく

な っ た 年 月 日

金融機関名 支店名

請

求

期

間

　 　 　 　 年　 　 月分から

　 　 　 　 年　 　 月分まで
請

求

金

額

　 　 　 円 　 　 　 　 年　 　 月　 　 日

預金種別 口座番号
１ ． 普通

口座名義人（ カタ カ ナ）

氏 名 住 所 支払希望先 支払希望金融機関 請 求 の 内 容

２ ． その他（ 　 　 　 　 　 ）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 未支払　 児童手当　 請求書（ 施設等受給資格者用）
提 出 年 月 日 ※受付確認年月日

　 　 　 年　 　 月　 　 日 　 　 　 年　 　 月　 　 日

太
線
の
内
側
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

（ あて先） 　 新潟市長

施設等所在地
又は里親住所

地

新潟市　 　 　 　 区

設置者等の

氏名

（ 法人名等）
電話　 　 　 （ 　 　 　 　 ）

あ
っ

た

者

給

資

格

が

者

又

は

受

受

給

資

格

（ フ リ ガナ）

施設等の
名称

施設の種類

施

設

入

所

等

児

童

で

あ

っ

た

者



別記様式第４ ０ 号（ 第２ １ 条関係）  

 

 

 



別記様式第４ １ 号（ 第２ １ 条関係）  

 

 



別記様式第４ ２ 号（ 第２ ２ 条関係）  

  年  月  日 

       

             様  

新潟市長             

（ 担当           ） 

 

児童手当・特例給付 支払差止通知書 

 

 次の理由により，児童手当・特例給付の支払を差し止めましたので通知します。 

 

【支払差止理由】  

 

【支払差止期間】  

 

【差止日】    

 

【提出窓口】   

 

 

こ の処分について不服がある と き は、 こ の通知書を 受けた日の翌日から 起算し て３ か月以内に、 新潟県

知事に対し て審査請求を するこ と ができ ま す。 こ の処分については、 上記の審査請求のほか、 こ の通知を

受けた日の翌日から 起算し て６ か月以内に、 新潟市長を 被告と し て、 処分の取消し の訴えを 提起する こ と

ができ ます。 なお、 上記の審査請求を し た場合には、 処分の取消し の訴えは、 その審査請求に対する 裁決

があっ たこ と を 知っ た日の翌日から 起算し て６ か月以内に提起するこ と ができ ます。  

 ただし 、 上記の期間が経過する前に、 こ の処分（ 審査請求を し た場合には、 その審査請求に対する 裁決）

があっ た日の翌日から 起算し て １ 年を 経過し た場合は、 審査請求をする こ と や処分の取消し の訴えを 提起

するこ と ができ なく なり ます。 なお、 正当な理由がある と き は、 上記の期間やこ の処分（ 審査請求を し た

場合には、 その審査請求に対する裁決） があっ た日の翌日から 起算し て１ 年を 経過し た後であっ ても 審査

請求を するこ と や処分の取消し の訴えを 提起するこ と が認めら れる場合があり ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 別記様式第４ ３ 号（ 第２ ４ 条関係）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 別記様式第４ ４ 号（ 第２ ４ 条関係）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 別記様式第４ ５ 号（ 第２ ４ 条関係）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 別記様式第４ ６ 号（ 第２ ５ 条関係）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 別記様式第４ ７ 号（ 第２ ５ 条関係）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 別記様式第４ ８ 号（ 第２ ５ 条関係）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 別記様式第４ ９ 号（ 第２ ６ 条関係）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第５ ０ 号（ 第２ ６ 条関係）  

 


